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在奉天総領事代理 矢田七太郎

在
奉
天
総
領
事
代
理
矢
田
七
太
郎

︱
︱
在
奉
天
総
領
事
の
見
た
満
州
問
題
︱
︱

井　
　

上　
　

勇　
　

一

一
、
問
題
の
所
在

二
、
満
州
統
治
問
題

　
（
一
）
在
奉
天
総
領
事
館
の
館
内
体
制

　
（
二
）
関
東
都
督
府
と
の
対
立

三
、
満
州
政
況
問
題
（
第
二
次
満
蒙
独
立
運
動
）

四
、
満
州
懸
案
問
題
の
処
理
（
鄭
家
屯
事
件
）

五
、
む　

す　

び一
、
問
題
の
所
在

　

明
治
四
五
年
一
月
一
日
に
孫
文
が
中
華
民
国
臨
時
大
総
統
に
就
任
し
た
後
、
袁
世
凱
国
務
総
理
は
、
英
国
の
斡
旋
す
る
官
革
両
派

の
講
和
を
受
け
入
れ
、
宣
統
帝
の
退
位
に
応
じ
る
一
方
、
同
年
二
月
一
五
日
、
孫
文
に
代
わ
っ
て
自
ら
が
臨
時
大
総
統
に
就
任
し
た
。

続
い
て
翌
大
正
二
年
七
月
一
二
日
、
揚
子
江
流
域
に
反
袁
派
に
よ
る
第
二
革
命
が
起
こ
る
と
、
袁
世
凱
は
、
九
月
一
日
に
は
南
京
を
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占
領
し
て
こ
れ
を
鎮
圧
し
、
一
〇
月
一
〇
日
に
は
大
総
統
に
就
任
し
た
。
そ
の
後
、
大
正
四
年
一
月
一
八
日
、
日
本
か
ら
い
わ
ゆ
る

「
対
華
二
一
カ
条
要
求
」
を
受
け
る
と
、
そ
れ
を
契
機
に
独
裁
体
制
の
強
化
を
志
向
し
、
帝
政
の
復
活
を
希
求
す
る
よ
う
に
な
っ
た

袁
世
凱
は
、
同
年
一
二
月
一
二
日
、
自
ら
が
皇
帝
に
即
位
す
る
帝
政
へ
の
移
行
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
た
め
同
二
五
日
に
は
、
こ

れ
に
反
対
す
る
第
三
革
命
が
雲
南
省
に
始
ま
る
な
ど
、
辛
亥
革
命
勃
発
後
の
中
国
の
政
情
は
混
迷
を
深
め
て
い
た
。

　

ま
た
満
州
に
お
い
て
も
、
明
治
四
五
年
二
月
二
日
、
清
王
朝
の
復
辟
を
断
念
し
た
粛
親
王
善
耆
が
、
北
京
か
ら
旅
順
に
脱
出
し
、

大
島
義
昌
関
東
都
督
の
庇
護
を
受
け
て
満
蒙
独
立
運
動
を
開
始
し
た
が
、
落
合
謙
太
郎
在
奉
天
総
領
事
の
内
報
に
よ
り
、
第
二
次
西

園
寺
内
閣
内
田
康
哉
外
相
は
、
同
年
三
月
、
一
部
陸
軍
将
校
と
結
託
し
た
川
島
浪
速
な
ど
に
よ
る
満
蒙
独
立
運
動
支
援
の
動
き
を
封

じ
た
た
め
、
満
蒙
独
立
派
の
活
動
は
下
火
と
な
り
、
い
わ
ゆ
る
第
一
次
満
蒙
独
立
運
動
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
陸

軍
参
謀
本
部
に
は
、
川
島
浪
速
な
ど
大
陸
浪
人
な
ど
を
巻
き
込
み
、
武
器
供
与
な
ど
を
通
じ
て
満
蒙
独
立
派
へ
の
支
援
を
密
か
に
続

け
る
動
き
も
あ
り
、
満
州
の
政
情
も
ま
た
混
乱
が
続
い
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
中
国
に
お
け
る
辛
亥
革
命
の
勃
発
と
そ
の
後
の
混
乱
は
、
日
本
に
と
っ
て
未
解
決
の
諸
懸
案
を
解
決
す
る
好
機
と
捉

え
ら
れ
た
。
特
に
満
鉄
の
経
営
を
強
化
す
る
た
め
に
は
、
満
鉄
培
養
線
の
建
設
と
租
借
期
限
の
延
長
は
不
可
欠
で
あ
り
、
大
正
二
年

一
〇
月
五
日
、
孫
寳
琦
外
交
総
長
と
山
座
円
次
郎
駐
華
公
使
と
の
間
で
、
い
わ
ゆ
る
「
満
蒙
五
鉄
道
に
関
す
る
交
換
公
文
」
が
取
り

交
わ
さ
れ
、
日
本
が
四
洮
鉄
道
（
四
平
街
・
鄭
家
屯
・
洮
南
間
）
な
ど
の
敷
設
権
を
獲
得
し
た
の
に
続
い
て
、
大
正
四
年
五
月
二
五
日
、

「
対
華
二
一
カ
条
要
求
」
に
基
づ
い
て
南
満
州
お
よ
び
東
部
内
蒙
古
に
関
す
る
条
約
が
成
立
し
、
満
鉄
本
線
お
よ
び
安
奉
鉄
道
の
租

借
期
限
は
九
九
年
間
に
延
長
さ
れ
た
。

　

大
正
四
年
九
月
一
〇
日
、
こ
の
よ
う
な
政
情
不
安
の
時
期
で
は
あ
っ
た
が
、
大
隈
重
信
首
相
兼
外
相
は
、
落
合
が
奉
天
に
着
任
し

て
以
来
三
年
半
を
経
過
し
た
こ
と
か
ら）1
（

、
落
合
を
在
伊
国
大
使
館
参
事
官
に
異
動
す
る
こ
と
と
し
た
。
し
か
し
、
後
任
の
総
領
事
を

発
令
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
他
方
、
前
年
一
〇
月
一
七
日
に
井
原
真
澄
領
事
が
離
任
し
て
以
来
、
在
奉
天
総
領
事
館
の
次
席
は
空
席
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と
な
っ
て
い
た
た
め
、
同
一
六
日
、
本
省
政
務
局
第
一
課
矢
田
七
太
郎
外
務
書
記
官
を
領
事
に
任
じ
、
在
奉
天
総
領
事
館
在
勤
を
命

じ
る
と
と
も
に
、
総
領
事
代
理）2
（

と
し
て
、
落
合
離
任
後
の
館
務
を
掌
理
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。
そ
の
時
、
矢
田
は
三
七
歳
で
あ
っ
た
。

　

制
度
的
に
は
、
公
館
長
が
離
任
し
、
任
地
か
ら
不
在
に
な
る
場
合
に
は
次
席
が
、
ま
た
次
席
も
不
在
で
あ
る
場
合
に
は
館
内
序
列

第
三
位
者
が
館
長
代
理
を
務
め
る
こ
と
に
な
る
。
在
奉
天
総
領
事
館
で
は
、
落
合
が
総
領
事
の
時
代
に
次
席
に
は
領
事
を
起
用
す
る

体
制
が
確
立
さ
れ
て
お
り
、
次
席
が
空
席
の
ま
ま
落
合
が
離
任
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
館
内
序
列
第
三
位
者
は
入
省
三
年
目
の
東
郷

茂
徳
領
事
官
補
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
落
合
の
離
任
前
に
館
長
代
理
が
務
め
ら
れ
る
領
事
を
派
遣
す
る
こ
と
は
不
可
欠
で
あ
っ
た）（
（

。

　

矢
田
は
明
治
一
二
年
一
二
月
四
日
に
静
岡
県
田
方
郡
に
生
ま
れ
、
明
治
三
九
年
七
月
、
東
京
帝
国
大
学
法
科
大
学
政
治
科
を
卒
業

後
、
翌
四
〇
年
九
月
の
第
一
六
回
外
交
官
領
事
官
試
験
に
合
格
し
た
。
外
務
省
入
省
後
、
矢
田
は
、
明
治
四
一
年
五
月
か
ら
領
事
官

補
と
し
て
在
漢
口
領
事
館
、
続
い
て
翌
四
二
年
六
月
か
ら
在
天
津
総
領
事
館
、
次
い
で
明
治
四
三
年
一
一
月
か
ら
は
外
交
官
補
と
し

て
在
清
国
公
使
館
に
在
勤
し
た
。
そ
の
後
、
明
治
四
五
年
五
月
に
北
京
よ
り
帰
朝
し
た
矢
田
は
、 

同
年
（
大
正
元
年
）
一
二
月
二
六

日
に
は
在
伊
国
大
使
館
三
等
書
記
官
に
任
じ
ら
れ
た
も
の
の
、
翌
年
一
月
三
〇
日
に
は
滞
京
命
令
を
受
け
て
ロ
ー
マ
に
赴
任
す
る
こ

と
な
く
、
六
月
二
五
日
に
は
伊
国
在
勤
を
免
じ
ら
れ
、
身
分
は
大
使
館
三
等
書
記
官
の
ま
ま
特
命
に
よ
り
政
務
局
第
一
課
勤
務
を
命

じ
ら
れ
た
。

　

政
務
局
第
一
課
は
、
中
国
な
ど
ア
ジ
ア
地
域
各
国
と
の
二
国
間
に
お
け
る
政
務
案
件
を
所
掌
し
て
お
り）4
（

、
入
省
以
来
の
五
年
あ
ま

り
を
中
国
各
地
で
在
勤
し
た
経
験
と
あ
わ
せ
て
、
矢
田
は
、
当
時
に
お
い
て
は
そ
れ
な
り
に
中
国
事
情
に
精
通
し
、
満
州
に
お
け
る

日
本
の
課
題
や
在
奉
天
総
領
事
館
の
抱
え
る
問
題
な
ど
に
つ
い
て
十
分
に
把
握
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
政
務
局
長
は
、
落
合
の
前

任
総
領
事
の
小
池
張
造
で
あ
っ
た
か
ら
、
小
池
は
、
後
任
総
領
事
を
直
ち
に
派
遣
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
の
中
で
、
後
任
総
領

事
が
着
任
す
る
ま
で
の
間
、
館
長
代
理
を
務
め
ら
れ
る
人
物
と
し
て
、
政
務
局
の
配
下
か
ら
矢
田
を
抜
擢
し
た
と
い
え
る）5
（

。

　

矢
田
は
発
令
後
直
ち
に
赴
任
し
、
九
月
二
三
日
、
奉
天
に
着
任
し
た）6
（

。
落
合
は
矢
田
に
事
務
引
継
ぎ
を
行
っ
た
後
、
二
七
日
に
離
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任
し
、
そ
の
後
、
矢
田
は
総
領
事
代
理
と
し
て
、
在
奉
天
総
領
事
館
の
館
務
を
統
括
す
る
。
矢
田
は
、
格
の
上
で
は
総
領
事
で
は
な

く
領
事
で
あ
っ
た
が
、
実
質
的
に
は
、
館
長
と
し
て
在
奉
天
総
領
事
館
に
在
勤
す
る
こ
と
に
な
っ
た）7
（

。

　

こ
の
よ
う
に
中
国
の
政
情
が
混
迷
を
深
め
る
中
で
、
日
本
は
満
鉄
の
利
権
拡
充
な
ど
満
州
に
お
け
る
権
益
の
維
持
強
化
に
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
時
期
に
、
矢
田
は
一
年
三
カ
月
に
わ
た
っ
て
在
奉
天
総
領
事
代
理
を
務
め
る
こ
と
に
な
る
。

本
稿
で
は
、
矢
田
の
在
奉
天
総
領
事
代
理
時
代
に
、
矢
田
が
、
す
な
わ
ち
在
奉
天
総
領
事
館
が
、
満
州
問
題
に
つ
い
て
、
何
を
考
え
、

何
を
本
省
に
伝
え
よ
う
と
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
辛
亥
革
命
末
期
に
お
け
る
日
本
の
満
州
政
策
に
つ
い
て
、

在
奉
天
総
領
事
の
側
か
ら
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
１
）　

落
合
の
後
任
総
領
事
に
は
小
畑
酉
吉
前
在
天
津
総
領
事
が
内
定
し
、
大
正
三
年
中
に
も
発
令
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
い
わ
れ

て
い
る
が
、
同
年
五
月
二
三
日
に
在
華
公
使
館
水
野
幸
吉
参
事
官
、
ま
た
続
い
て
五
日
後
の
二
八
日
に
は
山
座
円
次
郎
駐
華
公
使
が
、
北

京
に
て
急
逝
し
た
た
め
、
加
藤
高
明
外
相
は
、
急
遽
、
待
命
中
の
小
畑
を
在
華
公
使
館
一
等
書
記
官
に
任
じ
、
小
畑
は
、
六
月
四
日
に
北

京
に
着
任
し
、
日
置
益
公
使
が
チ
リ
か
ら
北
京
に
着
任
す
る
八
月
二
〇
日
ま
で
臨
時
代
理
公
使
を
務
め
た
。

（
２
）　

明
治
四
二
年
一
〇
月
の
外
務
省
訓
令
「
総
領
事
ノ
代
理
ニ
関
ス
ル
制
」
に
よ
れ
ば
、
総
領
事
が
不
在
に
な
る
際
に
、
領
事
、
副
領
事

お
よ
び
領
事
官
補
が
館
長
代
理
を
務
め
る
場
合
に
は
「
総
領
事
代
理
（A

cting Consul-General

）」、
ま
た
外
務
書
記
生
、
通
訳
生
が

館
長
代
理
を
務
め
る
場
合
に
は
「
総
領
事
館
事
務
代
理
（in Charge of Consulate-General

）」
と
称
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

（
３
）　

当
時
の
領
事
館
に
お
け
る
職
階
と
し
て
は
、
総
領
事
の
下
に
領
事
、
副
領
事
、
領
事
官
補
、
書
記
生
、
通
訳
生
と
い
っ
た
官
職
が
あ

り
、
外
交
官
領
事
官
試
験
合
格
者
は
領
事
館
で
は
領
事
官
補
か
ら
任
官
し
、
副
領
事
、
領
事
と
昇
進
し
た
の
に
対
し
て
、
書
記
生
試
験
合

格
者
等
は
通
訳
生
な
い
し
書
記
生
か
ら
任
官
し
、
領
事
官
補
と
は
な
ら
ず
に
副
領
事
、
領
事
へ
と
昇
進
し
た
。
ま
た
領
事
官
補
は
、
書
記

生
や
通
訳
生
よ
り
勤
務
年
数
は
短
く
て
も
、
館
内
序
列
に
お
い
て
は
上
席
と
さ
れ
て
い
た
。

（
４
）　

拙
稿
「
外
務
省
地
域
局
の
成
立
に
関
す
る
一
考
察
」（
慶
應
義
塾
大
学
法
学
研
究
会
編
『
法
学
研
究
〔
池
井
優
教
授
退
職
記
念
論
文

集
〕』
第
七
三
巻
第
一
号
、
平
成
一
二
年
一
月
）。
当
時
の
政
務
局
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
課
は
中
国
な
ど
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
二
国
間
の
政

務
関
係
と
さ
れ
て
お
り
、
二
国
間
の
経
済
関
係
は
通
商
局
が
所
掌
し
、
政
務
局
第
一
課
が
所
掌
す
る
中
国
ほ
か
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
経
済
関
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係
は
、
通
商
局
第
一
課
が
主
管
し
て
い
た
（
拙
稿
「
外
務
省
経
済
局
の
成
立
に
関
す
る
一
考
察
」（
慶
應
義
塾
大
学
法
学
研
究
会
編
『
法

学
研
究
』
第
七
六
巻
第
一
一
号
、
平
成
一
五
年
一
一
月
））。

（
５
）　

矢
田
が
清
国
よ
り
帰
朝
し
た
時
の
政
務
局
第
一
課
長
は
出
淵
勝
次
、
ま
た
翌
三
年
八
月
六
日
に
は
第
一
課
長
は
出
淵
か
ら
小
村
欣
一

に
交
代
し
た
（
因
み
に
、
小
村
は
小
村
寿
太
郎
元
外
相
の
長
男
、
明
治
四
〇
年
七
月
に
東
京
帝
国
大
学
法
科
大
学
卒
業
、
大
学
の
卒
業
年

次
で
は
矢
田
よ
り
一
年
下
に
な
る
が
、
矢
田
と
は
同
年
九
月
の
第
一
九
回
外
交
官
領
事
官
試
験
同
期
合
格
の
関
係
に
あ
る
。
一
般
的
に
は
、

外
交
官
領
事
官
試
験
同
期
の
指
揮
下
に
入
る
よ
う
な
人
事
は
あ
り
得
な
い
が
、
外
交
官
補
と
し
て
英
国
に
勤
務
し
た
だ
け
の
小
村
を
支
援

す
る
た
め
に
、
特
に
こ
の
よ
う
な
人
事
が
行
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
）。

（
６
）　

矢
田
が
奉
天
に
着
任
し
た
時
の
外
相
は
大
隈
首
相
の
兼
任
。
大
隈
首
相
は
、
大
正
四
年
八
月
一
〇
日
に
二
個
師
団
増
設
問
題
を
め

ぐ
っ
て
加
藤
高
明
が
外
相
を
辞
任
し
た
た
め
、
石
井
菊
次
郎
駐
仏
大
使
が
帰
国
し
て
外
相
に
就
任
す
る
一
〇
月
一
三
日
ま
で
、
外
相
を
兼

任
し
た
。
そ
の
後
、
翌
大
正
五
年
一
〇
月
九
日
、
寺
内
正
毅
内
閣
が
成
立
し
、
本
野
一
郎
駐
露
大
使
が
帰
国
し
て
外
相
に
就
任
す
る
一
一

月
二
一
日
ま
で
は
、
寺
内
首
相
が
外
相
を
兼
任
し
た
。
ま
た
外
務
次
官
は
松
井
慶
四
郎
、
政
務
局
長
は
落
合
の
前
任
総
領
事
で
あ
っ
た
小

池
張
造
、
通
商
局
長
は
坂
田
重
次
郎
で
あ
っ
た
が
、
大
正
四
年
一
〇
月
二
九
日
、
駐
米
大
使
に
転
出
す
る
松
井
に
代
わ
っ
て
幣
原
喜
重
郎

駐
蘭
公
使
が
外
務
次
官
と
な
り
、
翌
五
年
一
〇
月
一
三
日
に
は
、
駐
ス
ペ
イ
ン
公
使
に
転
出
す
る
坂
田
に
代
わ
っ
て
中
村
魏
在
オ
タ
ワ
総

領
事
が
通
商
局
長
に
、
ま
た
同
一
一
月
三
〇
日
に
は
、
在
英
大
使
館
参
事
官
に
転
出
（
実
際
に
は
、
病
の
た
め
英
国
に
赴
任
す
る
こ
と
な

く
退
職
）
す
る
小
池
張
造
に
代
わ
っ
て
小
畑
酉
吉
在
華
公
使
館
一
等
書
記
官
が
政
務
局
長
に
起
用
さ
れ
た
。
な
お
、
駐
華
公
使
は
、
大
正

五
年
七
月
一
六
日
に
日
置
益
が
離
任
し
、
八
月
一
四
日
に
林
権
助
が
二
度
目
の
北
京
駐
在
公
使
と
し
て
着
任
す
る
ま
で
、
小
畑
酉
吉
一
等

書
記
官
が
臨
時
代
理
公
使
を
務
め
た
（
因
み
に
、
林
権
助
は
、
明
治
三
九
年
七
月
一
四
日
か
ら
同
四
一
年
五
月
一
五
日
ま
で
駐
清
公
使
を

務
め
た
後
、
駐
伊
大
使
を
歴
任
し
て
お
り
、
身
分
は
特
命
全
権
大
使
の
ま
ま
駐
華
公
使
と
な
っ
た
）。

（
７
）　

矢
田
が
奉
天
在
勤
の
間
、
満
州
駐
在
の
総
領
事
の
う
ち
在
哈
爾
賓
総
領
事
は
、
大
正
三
年
一
二
月
七
日
か
ら
佐
藤
尚
武
領
事
が
、
ま

た
在
間
島
総
領
事
は
、
大
正
三
年
八
月
一
五
日
か
ら
鈴
木
要
太
郎
領
事
が
、
そ
れ
ぞ
れ
総
領
事
代
理
を
務
め
て
い
た
。
ま
た
主
な
在
満
領

事
と
し
て
は
、
在
安
東
領
事
は
、
大
正
五
年
一
一
月
一
四
日
に
、
在
奉
天
総
領
事
館
に
て
萩
原
、
加
藤
総
領
事
の
下
で
領
事
官
補
と
し
て

在
勤
し
、
後
に
第
七
代
在
奉
天
総
領
事
と
な
る
吉
田
茂
が
離
任
し
、
田
村
幸
策
領
事
官
補
が
領
事
代
理
と
な
っ
た
。
在
鉄
嶺
領
事
は
、
酒

匂
秀
一
領
事
官
補
が
領
事
代
理
を
務
め
て
い
た
が
、
酒
匂
は
、
大
正
五
年
一
二
月
二
六
日
に
副
領
事
に
昇
格
し
た
。
在
長
春
領
事
は
山
内
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四
郎
、
ま
た
在
吉
林
領
事
は
、
大
正
五
年
二
月
二
一
日
、
森
田
寛
蔵
か
ら
落
合
総
領
事
時
代
に
在
奉
天
総
領
事
館
の
次
席
を
務
め
た
天
野

恭
太
郎
に
交
代
し
た
。
在
斉
々
哈
爾
領
事
は
、
大
正
五
年
二
月
一
七
日
ま
で
、
在
奉
天
総
領
事
館
で
赤
塚
正
助
総
領
事
の
下
で
次
席
を
務

め
る
吉
原
大
蔵
書
記
生
が
務
め
た
。

　
　

な
お
、
矢
田
が
奉
天
在
勤
の
間
、
関
東
都
督
は
中
村
覚
陸
軍
中
将
、
ま
た
満
鉄
総
裁
は
中
村
雄
次
郎
陸
軍
中
将
で
あ
っ
た
。

二
、
満
州
統
治
問
題

　
（
一
）
在
奉
天
総
領
事
館
の
館
内
体
制

　

在
奉
天
総
領
事
館
に
配
置
の
領
事
官
補
は
、
落
合
総
領
事
時
代
に
二
名
体
制
と
な
り
、
矢
田
が
着
任
し
た
時
も
、
東
郷
茂
徳
と
朝

岡
健
の
領
事
官
補
二
名
が
在
勤
し
て
い
た
。
大
正
五
年
六
月
に
東
郷
が
離
任
し
た
後
に
は
栗
原
正
領
事
官
補
が
着
任
し
、
在
奉
天
総

領
事
館
に
お
け
る
領
事
官
補
二
名
の
体
制
は
、
矢
田
が
総
領
事
代
理
を
務
め
て
い
る
間
も
続
い
て
い
た）1
（

。
ま
た
書
記
生
に
つ
い
て
は
、

矢
田
が
着
任
し
た
時
に
は
国
原
喜
一
、
浅
山
竜
二
の
二
名
が
在
勤
し
て
い
た
が
、
大
正
四
年
に
国
原
書
記
生
が
佐
藤
由
己
書
記
生
に

交
代
し
た
ほ
か
、
大
正
五
年
に
は
、
坂
東
末
三
、
林
出
賢
次
郎
お
よ
び
清
野
長
太
郎
の
三
名
の
通
訳
生
の
う
ち
、
林
出
、
坂
東
両
通

訳
生
が
書
記
生
に
昇
進
し
、
書
記
生
は
合
計
四
名
と
な
っ
た
。
ま
た
大
正
五
年
に
清
野
通
訳
生
が
荒
基
通
訳
生
に
交
代
し
た
。
書
記

生
お
よ
び
通
訳
生
の
数
が
常
時
合
わ
せ
て
五
名
と
い
う
の
は
、
落
合
総
領
事
時
代
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
。

　

一
方
、
大
正
四
年
七
月
二
六
日
、
加
藤
外
相
は
、
同
年
五
月
二
五
日
に
南
満
州
お
よ
び
東
部
内
蒙
古
に
関
す
る
条
約
が
成
立
し
た

こ
と
を
受
け
て
、
そ
の
後
の
南
満
州
に
お
い
て
新
設
す
べ
き
領
事
館
に
つ
い
て
、
在
満
各
領
事
よ
り
所
見
の
提
出
を
求
め）2
（

、
翌
五
年

三
月
一
六
日
、
石
井
菊
次
郎
外
相
は
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
鄭
家
屯
、
海
龍
、
掏
鹿
、
農
安
お
よ
び
赤
峰
に
領
事
館
を
開
設
す
る
こ
と

と
し
た
。
特
に
、
在
満
領
事
の
大
半
が
鄭
家
屯
に
領
事
館
の
新
設
を
提
言
し
た
こ
と
は
、
満
州
現
地
に
は
、
鄭
家
屯
に
お
け
る
領
事
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館
の
開
設
は
急
務
と
の
共
通
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
在
満
領
事
館
に
限
ら
ず
在
華
領
事
館
の
新
設
に
つ
い

て
は
、
も
と
よ
り
中
国
政
府
の
承
認
は
不
可
欠
で
あ
り
、
ま
た
国
際
的
慣
例
に
し
た
が
え
ば
、
中
国
は
か
か
る
要
求
は
承
認
す
べ
き

も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
中
国
と
し
て
は
、
外
国
人
へ
の
開
放
を
認
め
て
い
な
い
地
域
に
外
国
領
事
館
の
開
設
を
認
め
る
こ
と

は
、
同
地
域
の
開
放
を
意
味
す
る
こ
と
に
も
繫
が
り
か
ね
な
い
こ
と
か
ら
、
日
本
の
要
求
に
は
応
じ
な
か
っ
た）（
（

。

　

落
合
総
領
事
時
代
の
大
正
三
年
八
月
一
七
日
、
鄭
家
屯
近
郊
を
行
軍
中
の
陸
軍
部
隊
に
対
し
て
、
中
国
警
官
等
に
よ
る
銃
撃
事
件

が
発
生
し
、
治
安
維
持
の
た
め
に
陸
軍
部
隊
が
鄭
家
屯
に
進
駐
し
た
。
同
地
に
在
住
す
る
邦
人
保
護
の
た
め
に
は
、
領
事
館
警
察
官

の
常
駐
が
必
要
と
い
う
落
合
総
領
事
の
意
見
具
申
も
あ
り
、
ま
た
領
事
館
の
開
設
に
つ
い
て
中
国
の
承
認
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、

石
井
外
相
は
、
領
事
館
で
は
な
く
、
領
事
館
分
館
を
開
設
す
る
こ
と
と
し
、
大
正
五
年
七
月
四
日
、
離
任
間
際
の
日
置
公
使
に
、
鄭

家
屯
ほ
か
掏
鹿
、
海
龍
、
農
安
、
通
化
に
領
事
館
分
館
を
開
設
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
改
め
て
中
国
の
承
認
を
求
め
る
よ
う
命
じ
た
。

中
国
は
、
同
一
五
日
、
未
開
放
地
に
在
外
公
館
を
必
要
と
す
る
理
由
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
領
事
館
分
館
の
開
設
に
は

応
じ
た
た
め
、
石
井
外
相
は
、
一
〇
月
二
五
日
、
鄭
家
屯
の
管
轄
を
在
鉄
嶺
領
事
館
か
ら
在
奉
天
総
領
事
館
に
移
し
、
矢
田
の
下
で
、

在
奉
天
総
領
事
館
鄭
家
屯
分
館
を
開
設
、
分
館
主
任
と
し
て
岩
村
成
允
副
領
事
を
任
じ
た）4
（

。

　

ま
た
在
奉
天
総
領
事
館
管
轄
区
域
外
で
は
、
鄭
家
屯
分
館
の
開
設
に
先
立
っ
て
、
大
正
五
年
九
月
一
三
日
に
は
在
長
春
領
事
館
農

安
分
館
が
、
さ
ら
に
一
〇
月
一
二
日
に
は
在
鉄
嶺
領
事
館
海
龍
分
館
が
、
続
い
て
同
一
八
日
に
は
同
掏
鹿
分
館
が
開
設
さ
れ
た）5
（

。
南

満
州
で
は
、
日
本
は
す
で
に
満
鉄
沿
線
の
安
東
、
遼
陽
、
奉
天
、
鉄
嶺
、
長
春
に
領
事
館
を
開
設
し
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
の
分
館
所

在
地
は
、
満
鉄
本
線
に
近
い
農
安
を
除
い
て
、
い
ず
れ
も
満
鉄
沿
線
か
ら
遠
く
奥
地
に
入
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
り
、
分
館
の
開
設
は
、

中
国
が
外
国
人
へ
の
開
放
に
同
意
し
て
い
な
い
と
す
る
地
域
に
も
、
多
く
の
日
本
人
が
進
出
し
て
い
た
様
子
を
示
し
て
い
た
。

　

大
正
二
年
一
〇
月
五
日
、
孫
寳
琦
外
交
総
長
と
山
座
円
次
郎
駐
華
公
使
と
の
間
で
取
り
決
め
ら
れ
た
満
蒙
五
鉄
道
は
、
こ
れ
ら
の

分
館
所
在
地
を
満
鉄
本
線
に
結
ぶ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
中
で
も
四
洮
鉄
道
（
四
平
街
・
鄭
家
屯
・
洮
南
間
）
に
は
、
大
正
四
年
一
二
月
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二
七
日
に
横
浜
正
金
銀
行
か
ら
借
款
が
供
与
さ
れ
、
他
の
四
鉄
道
に
先
駆
け
て
建
設
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め）6
（

、
遼
西
地
方
の
農

産
物
集
積
地
で
も
あ
っ
た
鄭
家
屯
は
、
日
本
人
の
新
た
な
進
出
先
と
し
て
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
た
め
鄭
家
屯
に
は
、

新
た
な
起
業
機
会
を
求
め
て
進
出
す
る
邦
人
の
数
も
増
え
、
そ
の
邦
人
の
保
護
は
在
奉
天
総
領
事
館
の
新
た
な
責
務
と
な
り
、
矢
田

と
し
て
も
、
分
館
が
開
設
さ
れ
た
と
は
い
え
、
在
奉
天
総
領
事
館
の
管
轄
区
域
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
く
、
鄭
家
屯
に
お
け
る

情
勢
に
は
、
在
留
邦
人
の
保
護
と
い
う
観
点
か
ら
も
強
い
関
心
を
持
た
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。

（
１
）　

在
奉
天
総
領
事
館
に
は
、
第
一
五
回
外
交
官
領
事
官
試
験
合
格
の
吉
田
茂
以
来
、
第
一
六
回
と
第
二
三
回
の
外
交
官
領
事
官
試
験
合

格
者
を
除
い
て
、
第
二
四
回
合
格
の
栗
原
ま
で
、
毎
年
の
合
格
者
の
い
ず
れ
か
が
初
任
地
と
し
て
配
置
さ
れ
て
い
た
。

（
２
）　

拙
稿
「
在
奉
天
総
領
事　

萩
原
守
一
︱
在
奉
天
総
領
事
の
見
た
満
州
問
題
︱
」（
慶
應
義
塾
大
学
法
学
研
究
会
編
『
法
学
研
究
』
第

八
三
巻
第
五
号
、
平
成
二
二
年
五
月
）。

　
　

大
正
四
年
七
月
二
六
日
加
藤
外
相
発
在
奉
天
落
合
総
領
事
ほ
か
宛
公
信
機
密
合
送
第
九
九
号
お
よ
び
第
一
〇
〇
号
。
同
八
月
二
七
日
在

奉
天
落
合
総
領
事
発
加
藤
外
相
宛
公
信
機
密
公
第
二
七
二
号
（
以
上
、
外
務
省
外
交
史
料
館
所
蔵
外
務
省
記
録
（
以
下
「
外
史
」
と
略

す
）
６
・
１
・
２
・
６
）。

（
３
）　

大
正
四
年
一
二
月
一
三
日
石
井
外
相
発
在
華
小
畑
代
理
公
使
宛
公
信
機
密
送
第
二
四
三
号
。
同
五
年
三
月
一
六
日
石
井
外
相
発
在
華

日
置
公
使
宛
公
信
機
密
送
第
五
一
号
。
同
七
月
八
日
在
華
日
置
公
使
発
石
井
外
相
宛
公
信
第
六
五
二
号
（
以
上
、「
外
史
」
６
・
１
・ 

２
・
72
）。

（
４
）　

拙
稿
「
在
奉
天
総
領
事　

落
合
謙
太
郎
︱
在
奉
天
総
領
事
の
見
た
満
州
問
題
︱
」（
慶
應
義
塾
大
学
法
学
研
究
会
編
『
法
学
研
究
』

第
八
五
巻
第
五
号
、
平
成
二
四
年
五
月
）。

　
　

大
正
五
年
七
月
四
日
石
井
外
相
発
日
置
在
華
公
使
宛
公
信
機
密
合
送
第
一
〇
七
号
。
同
一
五
日
在
華
日
置
公
使
発
石
井
外
相
宛
電
報
第

六
六
七
号
（
以
上
、「
外
史
」
６
・
１
・
２
・
６
）。

　
　

な
お
、
鄭
家
屯
（
遼
源
県
）
は
、
地
理
的
に
は
鉄
嶺
に
近
い
も
の
の
、
政
治
的
、
経
済
的
に
は
奉
天
と
の
結
び
つ
き
が
強
い
こ
と
か
ら
、

大
正
五
年
八
月
二
六
日
、
岩
村
在
鉄
嶺
副
領
事
は
石
井
外
相
に
対
し
て
、
在
鉄
嶺
領
事
館
よ
り
在
奉
天
総
領
事
が
管
轄
す
る
方
が
妥
当
と
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す
る
意
見
を
具
申
し
た
た
め
、
鄭
家
屯
に
領
事
館
分
館
を
開
設
す
る
機
会
に
、
康
平
県
、
法
庫
県
な
ど
と
と
も
に
管
轄
は
在
鉄
嶺
領
事
館

か
ら
在
奉
天
総
領
事
館
に
移
管
さ
れ
た
（
以
上
、「
外
史
」
６
・
１
・
２
・
（2
）。

（
５
）　

大
正
六
年
二
月
二
七
日
、
在
奉
天
総
領
事
館
管
轄
区
域
内
赤
峰
に
も
領
事
館
が
開
設
さ
れ
、
満
州
南
西
部
地
方
熱
河
省
は
、
在
奉
天

総
領
事
館
か
ら
同
領
事
館
の
管
轄
区
域
と
な
っ
た
。
ま
た
、
明
治
四
二
年
一
一
月
二
日
に
在
間
島
総
領
事
館
が
開
設
さ
れ
た
後
、
満
州
事

変
が
勃
発
す
る
ま
で
に
、
在
奉
天
総
領
事
館
管
轄
区
域
外
の
満
州
に
お
い
て
は
、
大
正
一
一
年
六
月
一
七
日
に
在
斉
々
哈
爾
領
事
館
管
轄

区
域
の
満
州
里
に
領
事
館
が
開
設
さ
れ
て
い
る
。

（
６
）　

満
蒙
五
鉄
道
に
は
、
四
洮
鉄
道
以
外
に
、
長
春
・
洮
南
間
、
洮
南
・
熱
河
（
赤
峰
）
間
、
開
原
・
海
龍
（
掏
鹿
経
由
）
間
、
吉
林
・

海
龍
間
の
四
鉄
道
が
含
ま
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
四
鉄
道
が
日
本
の
借
款
に
よ
り
建
設
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
（
二
）
関
東
都
督
府
と
の
対
立

　

明
治
四
一
年
一
月
の
関
東
都
督
府
官
制
の
改
革
に
よ
り
、
南
満
州
各
領
事
館
の
館
長
は
関
東
都
督
府
事
務
官
に
兼
任
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
、
矢
田
も
、
奉
天
着
任
後
の
大
正
四
年
一
二
月
一
三
日
に
関
東
都
督
府
事
務
官
に
兼
任
さ
れ
た
。
関
東
都
督
に
は
、
関
東
州

の
施
政
権
と
と
も
に
、
満
鉄
付
属
地
に
お
け
る
警
察
権
が
付
与
さ
れ
、
南
満
州
の
警
察
権
は
、
満
鉄
付
属
地
は
都
督
府
警
察
に
、
ま

た
満
鉄
付
属
地
外
は
管
轄
地
域
の
領
事
館
警
察
に
与
え
ら
れ
た
。
同
改
革
に
よ
っ
て
、
関
東
都
督
に
は
、
警
察
権
に
限
っ
て
、
関
東

都
督
府
事
務
官
に
兼
任
さ
れ
た
南
満
州
駐
在
領
事
に
対
す
る
指
揮
命
令
権
が
与
え
ら
れ
、
南
満
州
駐
在
領
事
は
関
東
都
督
府
事
務
官

と
し
て
都
督
の
命
を
受
け
、
都
督
府
警
察
官
を
指
揮
し
て
満
鉄
付
属
地
の
治
安
維
持
に
あ
た
る
と
と
も
に
、
領
事
館
警
察
の
執
行
責

任
者
と
し
て
、
領
事
館
警
察
官
に
兼
任
さ
れ
た
都
督
府
警
察
官
を
指
揮
し
、
満
鉄
付
属
地
外
の
管
轄
地
域
の
治
安
維
持
に
も
あ
た
る

こ
と
に
な
っ
た）1
（

。

　

大
正
五
年
八
月
一
四
日
、
関
東
都
督
府
の
支
援
を
受
け
た
蒙
古
民
兵
組
織
（
巴
布
札
布
軍
三
千
名
）
が
、
満
鉄
本
線
四
平
街
と
公

主
嶺
の
間
に
位
置
す
る
郭
家
店
に
進
駐
し
た
。
そ
の
前
日
一
三
日
に
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
鄭
家
屯
に
駐
屯
す
る
陸
軍
部
隊
と
奉
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天
軍
が
衝
突
す
る
鄭
家
屯
事
件
が
発
生
し
て
お
り
、
二
〇
日
か
ら
は
奉
天
軍
と
の
間
で
小
競
り
合
い
も
始
ま
っ
て
い
た
た
め
、
鄭
家

屯
に
続
い
て
、
再
び
日
中
両
軍
が
衝
突
す
る
こ
と
を
警
戒
し
た
中
村
覚
都
督
は
、
九
月
一
日
、
都
督
府
事
務
官
で
も
あ
る
矢
田
に
対

し
て
、
奉
天
軍
が
蒙
古
民
兵
組
織
と
の
衝
突
を
避
け
る
よ
う
張
作
霖
に
要
求
す
る
こ
と
を
命
じ
た
。
し
か
し
矢
田
は
、
張
作
霖
が
衝

突
を
避
け
よ
う
と
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
日
本
軍
は
自
由
な
行
動
を
と
る
と
す
る
中
村
都
督
の
指
示
は
、
張
に
と
っ
て
は
脅
し
と
も

受
け
と
れ
、
こ
の
よ
う
な
指
示
は
警
察
権
の
範
囲
を
越
え
て
外
交
問
題
に
も
か
か
わ
り
か
ね
な
い
と
の
疑
問
を
感
じ
た
た
め
、
石
井

外
相
に
対
し
て
中
村
都
督
の
指
示
に
つ
い
て
報
告
し
た）2
（

。

　

石
井
外
相
と
し
て
は
、
領
事
に
よ
る
職
権
の
行
使
に
は
国
際
法
に
基
づ
く
正
当
性
が
認
め
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
関
東
都
督
の
満

州
に
お
け
る
職
権
の
行
使
に
は
国
際
法
上
の
根
拠
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
関
東
都
督
に
よ
る
外
交
問
題
へ
の
介
入
は
、
中
国
に
対

し
て
、
日
本
が
満
州
の
領
有
に
野
心
が
あ
る
か
の
よ
う
に
誤
解
さ
せ
か
ね
な
い
と
し
て
、
同
九
日
、
中
村
都
督
に
対
し
て
、
外
交
に

重
大
な
結
果
を
招
き
か
ね
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
外
相
の
指
示
を
求
め
る
と
と
も
に
、
外
交
問
題
に
関
す
る
関
東
都
督
の
在
満
領

事
に
対
す
る
指
示
は
国
際
法
的
に
疑
義
が
あ
る
と
注
意
を
喚
起
し
た）（
（

。
関
東
都
督
府
事
務
官
で
も
あ
る
矢
田
と
し
て
は
、
上
司
と
な

る
中
村
都
督
に
対
し
て
異
論
を
述
べ
る
こ
と
は
憚
ら
れ
た
た
め
、
中
村
都
督
の
指
示
に
対
す
る
疑
問
を
率
直
に
石
井
外
相
に
訴
え
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
所
信
を
、
石
井
外
相
の
所
信
と
し
て
引
き
出
そ
う
と
し
た
と
い
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
在
奉
天
総
領
事
と
関
東
都
督
と
の
間
で
は
、
外
交
問
題
へ
の
関
与
を
め
ぐ
る
対
立
が
続
い
て
い
た
。
在
奉
天
総
領

事
は
、
関
東
都
督
府
事
務
官
に
兼
任
さ
れ
、
関
東
都
督
の
配
下
に
加
え
ら
れ
て
も
、
外
相
指
揮
下
の
総
領
事
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ

り
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
関
東
都
督
と
し
て
は
、
在
奉
天
総
領
事
を
そ
の
意
の
ま
ま
に
動
か
せ
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
中
村
都
督

は
、
自
ら
が
満
州
に
お
け
る
統
治
の
実
権
を
掌
握
す
る
こ
と
を
求
め
、
前
年
の
大
正
四
年
五
月
二
五
日
、「
対
華
二
一
カ
条
要
求
」

に
基
づ
く
南
満
州
お
よ
び
東
部
内
蒙
古
に
関
す
る
条
約
が
調
印
さ
れ
た
日
、
岡
市
之
助
陸
相
に
対
し
て
満
州
統
治
機
構
の
一
元
化
を

提
議
し
て
い
た
。
同
都
督
と
し
て
は
、
関
東
都
督
府
と
そ
の
配
下
の
陸
軍
師
団
司
令
部
を
、
旅
順
か
ら
奉
天
に
移
す
と
と
も
に
、
関
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東
州
お
よ
び
満
鉄
付
属
地
に
お
け
る
行
政
、
外
交
、
司
法
、
警
察
に
か
か
わ
る
全
て
の
権
限
を
関
東
都
督
の
下
に
集
約
す
る
満
州
統

治
を
構
想
し
て
い
た
か
ら）4
（

、
石
井
外
相
か
ら
の
注
意
喚
起
に
強
い
不
満
を
感
じ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
た
め
中
村
都
督
は
、
大
正
五
年
一
一
月
四
日
、
寺
内
正
毅
首
相
兼
外
相
に
「
都
督
府
官
制
改
正
に
関
す
る
意
見
」
を
提
出
し
、

南
満
州
の
み
な
ら
ず
、
北
満
州
駐
在
領
事
を
も
関
東
都
督
府
事
務
官
に
兼
任
す
る
こ
と
を
求
め
、
あ
わ
せ
て
都
督
府
警
察
官
を
北
満

州
各
領
事
館
に
も
領
事
館
警
察
官
と
し
て
配
置
す
る
こ
と
を
要
求
し
た）5
（

。
こ
の
こ
と
は
、
明
治
四
一
年
の
関
東
都
督
府
官
制
の
改
正

に
お
い
て
、
都
督
府
警
察
官
が
南
満
州
の
各
領
事
館
警
察
官
に
兼
任
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
実
質
的
に
、
都
督
府
警
察
官
が
、
満
鉄

付
属
地
に
限
ら
ず
、
満
鉄
付
属
地
外
に
お
い
て
も
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
に
、
都
督
府
警
察
官
が
北
満
州
各

領
事
館
警
察
官
に
兼
任
さ
れ
れ
ば
、
北
満
州
に
お
い
て
も
活
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
各
管
轄
領
事
の
指
揮
監
督
を
受

け
る
と
は
い
え
、
結
果
と
し
て
、
都
督
府
警
察
官
が
満
州
全
域
に
お
い
て
行
動
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。

　

関
東
都
督
の
下
に
行
政
、
外
交
、
司
法
、
警
察
に
か
か
わ
る
全
て
の
権
限
を
集
中
し
た
満
州
統
治
機
構
の
一
元
化
や
、
北
満
州
駐

在
領
事
を
も
関
東
都
督
府
事
務
官
に
兼
任
し
、
あ
わ
せ
て
都
督
府
警
官
を
北
満
州
各
領
事
館
の
領
事
館
警
察
官
と
し
て
配
置
す
る
と

い
っ
た
中
村
都
督
の
構
想
に
は
、
自
ら
の
権
限
を
関
東
州
か
ら
南
満
州
に
、
さ
ら
に
北
満
州
に
拡
大
し
よ
う
と
す
る
陸
軍
の
野
心
を

垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
陸
軍
の
意
図
の
背
景
に
は
、
明
治
四
一
年
に
小
池
張
造
が
在
奉
天
総
領
事
に
就
任
し
て
以
来

の
在
奉
天
総
領
事
と
関
東
都
督
と
の
対
立）6
（

が
う
か
が
わ
れ
る
。
在
奉
天
総
領
事
館
の
館
長
代
理
と
は
い
え
、
年
次
と
し
て
は
小
池
や

落
合
よ
り
は
る
か
に
若
い
矢
田
に
と
っ
て
、
外
交
問
題
へ
の
関
東
都
督
の
介
入
を
防
ぐ
こ
と
が
い
か
に
難
し
か
っ
た
か
は
、
中
村
都

督
の
指
示
に
対
す
る
不
満
を
、
石
井
外
相
に
訴
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

よ
う
な
矢
田
と
中
村
都
督
と
の
間
の
軋
轢
は
、
矢
田
の
年
次
が
、
前
任
の
落
合
や
小
池
よ
り
も
低
か
っ
た
だ
け
に
よ
り
顕
著
と
な
り
、

在
奉
天
総
領
事
を
は
じ
め
南
満
州
駐
在
の
各
領
事
を
都
督
府
事
務
官
に
兼
任
し
て
い
る
こ
と
の
弊
害
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
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（
１
）　

拙
稿
「
在
奉
天
総
領
事　

加
藤
本
四
郎
︱
在
奉
天
総
領
事
の
見
た
満
州
問
題
︱
」（
慶
應
義
塾
大
学
法
学
研
究
会
編
『
法
学
研
究
』

第
八
四
巻
第
一
〇
号
、
平
成
二
三
年
一
〇
月
）。

（
２
）　

本
稿
三
、
注（
９
）参
照
。
大
正
五
年
九
月
一
日
矢
田
在
奉
天
総
領
事
代
理
発
石
井
外
相
宛
電
報
第
三
八
三
号
（「
外
史
」
１
・
５
・

３
・
20
）。

（
３
）　

大
正
五
年
九
月
九
日
石
井
外
相
発
中
村
関
東
都
督
宛
公
信
機
密
送
第
一
四
七
号
。
同
一
〇
月
四
日
石
井
外
相
発
在
奉
天
矢
田
総
領
事

代
理
宛
公
信
欧
機
密
第
三
一
号
（
以
上
、「
外
史
」
１
・
５
・
３
・
20
）。

（
４
）　

大
正
四
年
五
月
二
五
日
「
中
村
覚
関
東
都
督
意
見
書
」（「
外
史
」
１
・
７
・
10
・
25
）。

（
５
）　

大
正
五
年
一
一
月
四
日
中
村
関
東
都
督
の
寺
内
外
相
に
提
出
の
意
見
書
（「
外
史
」
１
・
９
・
６
・
55
）。

　
　

な
お
、
こ
こ
で
い
う
北
満
州
各
領
事
館
と
い
う
の
は
、
具
体
的
に
は
、
在
間
島
総
領
事
館
、
在
哈
爾
賓
総
領
事
館
、
在
吉
林
領
事
館
、

在
斉
々
哈
爾
領
事
館
の
四
領
事
館
を
い
う
。

（
６
）　

拙
稿
「
在
奉
天
総
領
事　

小
池
張
造
︱
在
奉
天
総
領
事
の
見
た
満
州
問
題
︱
」（
慶
應
義
塾
大
学
法
学
研
究
会
編
『
法
学
研
究
』
第

八
四
巻
第
三
号
、
平
成
二
三
年
三
月
）。

三
、
満
州
政
況
問
題
（
第
二
次
満
蒙
独
立
運
動
）

　

辛
亥
革
命
勃
発
後
、
宣
統
帝
の
退
位
に
反
対
し
、
清
朝
王
家
愛
新
覚
羅
良
弼
、
溥
偉
な
ど
が
中
心
に
な
っ
て
清
王
朝
の
継
続
を
は

か
ろ
う
と
す
る
宗
社
党
が
結
成
さ
れ
た
が
、
明
治
四
五
年
一
月
二
六
日
、
良
弼
が
革
命
派
に
よ
る
襲
撃
を
受
け
た
際
の
傷
が
原
因
で

死
亡
し
、
加
え
て
二
月
一
二
日
に
宣
統
帝
が
退
位
を
宣
言
し
た
た
め
、
宗
社
党
は
勢
い
を
失
っ
た
。
し
か
し
、
三
月
一
〇
日
に
袁
世

凱
が
臨
時
大
総
統
に
就
任
し
て
か
ら
は
、
宗
社
党
は
袁
世
凱
打
倒
を
標
榜
す
る
と
と
も
に
、
辛
亥
革
命
に
よ
っ
て
崩
壊
し
た
清
王
朝

の
復
辟
を
満
州
に
求
め
、
陸
軍
や
川
島
浪
速
等
の
い
わ
ゆ
る
大
陸
浪
人
か
ら
密
か
に
支
援
を
受
け
て
活
動
を
続
け
て
い
た）1
（

。

　

袁
世
凱
は
、
大
総
統
に
就
任
し
た
後
、
帝
政
に
移
行
す
る
機
会
を
う
か
が
っ
て
い
た
が
、
列
強
諸
国
の
反
対
を
受
け
た
た
め
、
大
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正
四
年
一
一
月
一
一
日
、
一
旦
は
列
国
に
対
し
て
帝
政
へ
の
移
行
延
期
を
通
告
し
た
も
の
の
、
一
二
月
一
一
日
に
中
国
参
政
院
の
推

戴
を
受
け
た
こ
と
か
ら
、
翌
五
年
一
月
一
日
を
期
し
て
帝
位
に
つ
く
と
と
も
に
、
元
号
を
洪
憲
と
改
め
た
。
し
か
し
、
中
国
国
内
の

反
帝
政
運
動
は
雲
南
省
混
明
に
第
三
革
命
を
誘
発
し
、
反
帝
政
運
動
は
中
国
全
土
に
広
が
っ
て
い
っ
た
。
加
え
て
、
日
本
だ
け
で
な

く
、
英
・
仏
・
露
三
国
も
帝
政
へ
の
移
行
に
反
対
の
意
思
を
示
し
た
た
め
、
袁
世
凱
は
帝
政
樹
立
の
宣
言
す
ら
で
き
な
く
な
っ
た
。

三
月
七
日
、
大
隈
内
閣
は
袁
世
凱
排
除
の
方
針
を
明
ら
か
に
し
、
大
陸
浪
人
等
に
よ
る
反
袁
活
動
に
つ
い
て
も
黙
認
す
る
こ
と
を
決

定
し
た
た
め
、
三
月
二
二
日
、
袁
世
凱
は
改
元
を
取
り
消
し
、
帝
政
へ
の
移
行
を
断
念
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。

　

大
正
五
年
三
月
一
七
日
、
矢
田
は
、
川
島
や
陸
軍
予
備
役
将
校
等
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
と
み
ら
れ
る
大
陸
浪
人
が
、
宗
社
党
を

使
っ
て
武
装
蜂
起
を
計
画
し
て
い
る
こ
と
を
察
知
し
、
そ
の
取
締
り
の
急
務
に
つ
い
て
石
井
外
相
に
進
言
す
る
と
も
に
、
同
外
相
か

ら
も
厳
重
な
取
締
り
の
指
示
を
受
け
た）2
（

。
こ
の
よ
う
な
大
陸
浪
人
が
関
与
す
る
暴
動
は
、
単
に
満
州
内
で
の
武
装
蜂
起
に
か
か
わ
る

も
の
だ
け
で
な
く
、
中
に
は
北
京
を
も
攻
撃
す
る
大
掛
か
り
な
計
画
も
仄
聞
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
多
く
は
風
評
の
域
を
で
る
も

の
で
は
な
く
、
在
奉
天
総
領
事
館
に
お
い
て
も
、
実
際
に
か
か
る
武
装
蜂
起
が
起
こ
る
と
み
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
こ
の

よ
う
な
騒
乱
煽
動
首
謀
者
に
対
し
て
厳
重
な
取
締
り
を
実
行
す
る
こ
と
は
、
風
評
を
抑
え
る
上
で
も
不
可
欠
で
あ
っ
た）（
（

。

　

こ
の
よ
う
な
不
穏
な
動
き
が
あ
る
中
で
、
張
作
霖
と
し
て
は
、
日
本
が
あ
く
ま
で
袁
世
凱
の
皇
帝
即
位
に
反
対
し
、
他
方
で
満
蒙

の
独
立
を
推
進
す
る
と
す
れ
ば
、
自
ら
が
東
三
省
（
満
州
）
の
独
立
を
主
導
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
こ
と
も
予
想
し
て
い
た
。

石
井
外
相
に
は
も
と
よ
り
満
蒙
独
立
問
題
に
干
渉
す
る
気
持
ち
は
全
く
な
か
っ
た
も
の
の
、
張
作
霖
の
動
向
は
そ
の
後
の
満
州
の
安

定
に
と
っ
て
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
と
認
識
し
て
い
た
だ
け
に
、
同
外
相
の
指
示
を
受
け
た
矢
田
は
、
現
状
で
は
、
張
と
し
て
も
日

本
に
歩
調
を
合
わ
せ
る
以
外
に
道
の
な
い
こ
と
を
納
得
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た）4
（

。
一
方
、
あ
く
ま
で
皇
帝
即
位
を
模
索
す
る
袁
世
凱

は
、
張
が
東
三
省
の
独
立
を
主
導
す
る
こ
と
を
警
戒
し
、
東
三
省
の
独
立
を
封
じ
る
た
め
、
四
月
末
、
逆
に
張
作
霖
を
奉
天
将
軍

（
か
つ
て
の
都
督
）
代
理
に
任
命
す
る
こ
と
に
よ
り
張
の
離
反
を
抑
え
、
張
が
東
三
省
の
独
立
を
主
導
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
画
策
し



58

法学研究 85 巻 12 号（2012：12）

て
い
た
。
こ
の
た
め
張
作
霖
は
、
宗
社
党
が
め
ざ
す
宣
統
帝
の
復
辟
を
支
持
す
る
可
能
性
も
示
し
つ
つ
、
自
ら
が
東
三
省
の
独
立
を

主
導
す
る
こ
と
へ
の
日
本
の
対
応
を
見
極
め
よ
う
と
し
て
い
た）5
（

。

　

こ
の
よ
う
に
張
作
霖
の
動
静
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
た
五
月
二
九
日
、
張
暗
殺
未
遂
事
件
が
発
生
し
た
。
川
島
等
を
支
援
し
て
満

蒙
の
独
立
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
大
陸
浪
人
の
中
に
は
、
参
謀
本
部
に
は
張
作
霖
に
よ
る
東
三
省
独
立
を
支
援
し
て
い
る
一
派
も
い

る
た
め
、
張
が
排
除
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
参
謀
本
部
内
は
川
島
等
に
よ
る
満
蒙
独
立
運
動
を
支
持
す
る
方
向
が
固
ま
ら
な
い
と
考
え

る
者
も
い
た
。
事
件
は
日
本
の
大
陸
浪
人
が
実
行
し
た
と
の
疑
い
は
少
な
く
な
く
、
張
作
霖
は
内
々
に
犯
人
を
特
定
し
た
と
も
述
べ

て
お
り
、
ま
た
矢
田
に
も
、
暗
殺
計
画
は
日
本
の
大
陸
浪
人
に
よ
り
実
行
さ
れ
た
と
い
う
情
報
は
伝
え
ら
れ
て
い
た
。
矢
田
と
し
て

は
、
犯
人
が
自
爆
し
、
表
向
き
特
定
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
張
作
霖
が
犯
人
に
つ
い
て
ど
こ
ま
で
証
拠
を
握
っ
て
い
る
か
と

い
っ
た
懸
念
は
あ
っ
た
も
の
の
、
暗
殺
事
件
に
日
本
は
無
関
係
と
の
態
度
に
終
始
し
た
が
、
他
方
、
張
が
要
求
す
る
治
安
を
乱
す
大

陸
浪
人
に
対
す
る
取
締
り
の
強
化
に
は
応
じ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た）6
（

。

　

六
月
六
日
、
皇
帝
就
任
の
夢
を
果
た
せ
な
か
っ
た
袁
世
凱
大
総
統
が
失
意
の
う
ち
に
急
逝
し
た
後
、
黎
元
洪
副
大
総
統
が
大
総
統

に
昇
格
し
た
が
、
北
洋
軍
閥
に
お
い
て
袁
の
後
継
を
自
認
す
る
段
祺
瑞
国
務
総
理
と
の
対
立
が
顕
在
化
し
、
北
京
の
政
治
的
混
乱
が

収
ま
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
一
方
、
満
州
に
お
い
て
も
、
大
陸
浪
人
の
支
援
を
受
け
た
宗
社
党
の
残
党
に
よ
る
武
装
蜂
起
の
噂
は
絶

え
ず
、
七
月
八
日
に
は
、
黎
元
洪
新
大
総
統
か
ら
日
置
公
使
に
対
し
て
も
、
満
州
に
お
け
る
大
陸
浪
人
の
取
締
り
が
強
く
求
め
ら
れ
、

矢
田
は
大
陸
浪
人
の
取
締
り
に
苦
慮
し
て
い
た）7
（

。
大
陸
浪
人
の
取
締
り
は
、
単
に
治
安
維
持
と
い
っ
た
問
題
で
は
な
く
、
日
中
間
に

お
け
る
外
交
問
題
と
な
り
、
そ
の
取
締
り
の
強
化
は
避
け
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
た
。

　

矢
田
と
し
て
は
、
大
陸
浪
人
に
よ
る
謀
略
活
動
は
、
領
事
館
警
察
の
執
行
責
任
者
と
し
て
取
り
締
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
責
務

を
負
っ
て
い
た
が
、
他
方
、
大
陸
浪
人
の
中
に
は
、
参
謀
本
部
や
関
東
都
督
府
の
支
援
を
受
け
て
活
動
し
て
い
る
者
も
お
り
、
そ
の

取
締
り
に
あ
た
っ
て
は
、
都
督
府
事
務
官
と
し
て
、
関
東
都
督
の
命
に
し
た
が
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
矢
田
と
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し
て
は
、
大
陸
浪
人
の
取
締
り
が
外
交
問
題
に
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
取
り
締
ま
ろ
う
に
も
取
り
締
ま
れ
な
い
と
い
っ
た

矛
盾
の
中
に
お
か
れ
て
い
た
。
在
満
領
事
が
都
督
府
事
務
官
を
兼
任
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
南
満
州
の
警
察
機
能
は
関
東
都
督
の
下

に
一
元
化
さ
れ
た
も
の
の
、
関
東
都
督
が
、
外
交
問
題
に
か
か
わ
る
事
項
に
つ
い
て
も
、
在
満
領
事
に
対
す
る
指
揮
権
を
行
使
し
よ

う
と
す
る
か
ぎ
り
、
関
東
都
督
に
よ
る
外
交
問
題
へ
の
介
入
を
抑
え
る
こ
と
は
難
し
く
、
南
満
州
の
領
事
が
都
督
府
事
務
官
に
兼
任

さ
れ
て
い
る
制
度
そ
の
も
の
に
問
題
の
あ
る
こ
と
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
た
。

　

七
月
三
一
日
に
は
長
春
に
お
い
て
大
規
模
な
満
蒙
独
立
派
に
よ
る
武
装
蜂
起
が
予
定
さ
れ
た
た
め
、
こ
れ
に
よ
っ
て
満
州
が
混
乱

す
る
こ
と
を
恐
れ
た
石
井
外
相
は
、
在
長
春
山
内
領
事
に
取
締
り
の
強
化
を
指
示
し
、
反
袁
運
動
と
し
て
黙
認
し
て
き
た
大
陸
浪
人

の
活
動
に
つ
い
て
も
、
治
安
を
乱
す
者
に
つ
い
て
は
厳
し
く
取
り
締
ま
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た）8
（

。
こ
の
た
め
、
参
謀
本
部
内
に
お

い
て
も
、
大
陸
浪
人
を
介
し
て
川
島
等
を
支
援
す
る
こ
と
は
困
難
に
な
り
、
参
謀
本
部
と
し
て
も
、
第
一
次
満
蒙
独
立
運
動
の
残
党

グ
ル
ー
プ
を
支
援
し
て
満
蒙
を
独
立
さ
せ
る
こ
と
は
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
八
月
末
に
は
、
参
謀
本
部

の
後
ろ
盾
を
失
っ
た
宗
社
党
は
解
散
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
第
二
次
満
蒙
独
立
運
動
も
失
敗
に
帰
す
こ
と
に
な
っ
た）9
（

。

（
１
）　

栗
原
健
『
対
満
蒙
政
策
史
の
一
面
』（
原
書
房
、
昭
和
四
一
年
、
一
三
九
頁
）。

（
２
）　

大
正
五
年
三
月
一
七
日
在
奉
天
矢
田
総
領
事
代
理
発
石
井
外
相
宛
電
報
第
五
九
号
。
同
一
八
日
石
井
外
相
発
在
奉
天
矢
田
総
領
事
代

理
宛
電
報
第
三
四
号
、
第
四
九
号
（
以
上
、
外
務
省
編
『
日
本
外
交
文
書
』
大
正
五
年
第
二
冊
八
五
三
文
書
（
以
下
、『
外
文
』
大
正
五

︱
二
、
八
五
三
の
よ
う
に
略
す
）
お
よ
び
八
五
四
）。

（
３
）　

大
正
五
年
四
月
二
日
、
同
五
日
在
奉
天
矢
田
総
領
事
代
理
発
石
井
外
相
宛
電
報
第
七
八
号
お
よ
び
第
八
四
号
。
同
六
日
石
井
外
相
発

在
奉
天
矢
田
総
領
事
代
理
宛
電
報
第
四
九
号
（
以
上
、『
外
文
』
大
正
五
︱
二
、
八
五
九
、
八
六
〇
お
よ
び
八
六
一
）。

（
４
）　

大
正
五
年
四
月
八
日
、
一
三
日
、
一
五
日
、
一
六
日
在
奉
天
矢
田
総
領
事
代
理
発
石
井
外
相
宛
電
報
第
九
〇
号
、
第
一
〇
五
号
、
第

一
一
一
号
お
よ
び
第
一
一
四
号
。
同
九
日
、
一
七
日
石
井
外
相
発
在
奉
天
矢
田
総
領
事
代
理
宛
電
報
第
四
六
号
お
よ
び
第
四
九
号
（
以
上
、
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『
外
文
』
大
正
五
︱
二
、
八
六
六
、
八
六
七
、
八
七
〇
、
八
七
二
、
八
七
三
お
よ
び
八
七
四
）。

（
５
）　

大
正
五
年
四
月
二
二
日
、
二
三
日
在
奉
天
矢
田
総
領
事
代
理
発
石
井
外
相
宛
電
報
第
一
四
四
号
、
第
一
四
七
号
。
同
二
二
日
石
井
外

相
発
在
奉
天
矢
田
総
領
事
代
理
宛
電
報
第
五
三
号
（
以
上
、『
外
文
』
大
正
五
︱
二
、
八
七
九
、
八
八
〇
お
よ
び
八
八
三
）。

（
６
）　

大
正
五
年
五
月
二
九
日
、
三
〇
日
在
奉
天
矢
田
総
領
事
代
理
発
石
井
外
相
宛
電
報
第
二
一
八
号
、
第
二
二
〇
号
お
よ
び
第
二
二
二
号
。

同
三
一
日
石
井
外
相
発
在
奉
天
矢
田
総
領
事
代
理
宛
電
報
第
七
一
号
（
以
上
、『
外
文
』
大
正
五
︱
二
、
八
九
〇
、
八
九
一
、
八
九
三
お

よ
び
八
九
四
）。

（
７
）　

大
正
五
年
七
月
九
日
在
華
日
置
公
使
発
石
井
外
相
宛
電
報
第
六
五
三
号
（『
外
文
』
大
正
五
︱
二
、
九
一
〇
）。

（
８
）　

大
正
五
年
七
月
三
一
日
在
長
春
山
内
領
事
発
石
井
外
相
宛
電
報
第
六
九
号
（『
外
文
』
大
正
五
︱
二
、
九
一
七
）。

（
９
）　

大
正
五
年
八
月
二
一
日
西
川
関
東
都
督
府
参
謀
長
発
田
中
参
謀
本
部
次
長
宛
電
報
（
極
秘
）（『
外
文
』
大
正
五
︱
二
、
九
三
七
）。

　
　

な
お
、
巴
布
札
布
軍
の
郭
家
店
進
駐
の
目
的
は
、
宗
社
党
と
呼
応
し
た
武
装
蜂
起
の
た
め
で
あ
っ
た
が
、
参
謀
本
部
の
支
持
を
失
っ
た

宗
社
党
が
八
月
二
五
日
に
解
散
す
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
巴
布
札
布
軍
も
撤
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
他
方
、
巴
布
札
布
軍
は
、
同
二

〇
日
か
ら
奉
天
軍
と
の
間
で
小
競
り
合
い
を
繰
り
返
し
て
お
り
、
関
東
都
督
府
は
、
巴
布
札
布
軍
を
撤
退
さ
せ
る
た
め
に
、
奉
天
軍
と
の

間
に
停
戦
合
意
を
斡
旋
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

四
、
満
州
懸
案
問
題
の
処
理
（
鄭
家
屯
事
件
）

　

大
正
五
年
八
月
一
三
日
、
在
奉
天
総
領
事
館
鄭
家
屯
分
館
の
開
館
に
先
立
っ
て
、
鄭
家
屯
市
内
路
上
に
お
い
て
、
同
市
在
住
邦
人

売
薬
商
吉
本
喜
代
吉
と
中
国
軍
兵
士
と
が
接
触
し
た
こ
と
か
ら
口
論
と
な
り
、
中
国
兵
に
殴
打
さ
れ
た
吉
本
が
、
同
市
駐
在
の
在
鉄

嶺
領
事
館
警
察
官
河
瀬
松
太
郎
巡
査
に
こ
れ
を
訴
え
出
た
。
こ
れ
が
事
件
の
発
端
で
あ
り
、
そ
の
原
因
は
極
め
て
些
細
な
こ
と
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
同
巡
査
が
、
同
市
内
中
国
軍
第
二
八
師
団
司
令
部
に
出
向
き
、
同
師
団
司
令
官
に
面
会
を
求
め
た
も
の
の
、
同

司
令
官
が
面
会
に
も
応
じ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
同
市
に
駐
屯
の
日
本
軍
守
備
隊
松
尾
彦
治
中
尉
に
こ
れ
を
通
報
し
、
こ
れ
を
受
け
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た
同
中
尉
が
、
日
本
兵
を
引
き
連
れ
て
中
国
軍
師
団
司
令
部
に
押
し
か
け
た
た
め
、
両
軍
が
衝
突
す
る
と
こ
ろ
ま
で
事
態
は
発
展
し

た
。
そ
の
結
果
、
日
本
側
は
吉
本
お
よ
び
河
瀬
巡
査
の
ほ
か
兵
士
一
六
名
が
死
亡
、
五
名
が
重
傷
を
負
う
一
方
、
中
国
軍
は
死
者
四

名
、
重
傷
者
一
名
を
出
す
に
い
た
っ
た
。
こ
れ
が
鄭
家
屯
事
件
の
概
要
で
あ
る
。

　

事
件
発
生
の
第
一
報
は
、
矢
田
か
ら
石
井
外
相
に
伝
え
ら
れ
た
。
事
件
発
生
の
翌
日
、
八
月
一
四
日
、
矢
田
は
、
張
作
霖
か
ら
事

件
発
生
に
つ
い
て
遺
憾
の
意
が
伝
え
ら
れ
、
事
件
は
す
で
に
鎮
静
化
し
て
い
る
た
め
、
日
本
が
現
地
に
陸
軍
部
隊
を
増
派
し
な
い
よ

う
申
し
入
れ
を
受
け
た
が
、
中
村
関
東
都
督
は
、
す
で
に
鉄
嶺
に
駐
屯
す
る
鉄
道
守
備
隊
か
ら
歩
兵
一
個
小
隊
を
現
地
に
急
派
し
、

ま
た
さ
ら
な
る
増
派
を
参
謀
本
部
に
要
請
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
の
増
派
に
よ
っ
て
事
態
が
日
中
間
の
大
規
模
な
武
力

衝
突
に
ま
で
発
展
す
る
こ
と
を
懸
念
し
た
張
作
霖
は
、
あ
く
ま
で
自
ら
の
責
任
に
お
い
て
、
日
本
側
と
の
協
議
に
よ
っ
て
事
態
を
収

拾
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
ま
た
石
井
外
相
も
、
一
五
日
、
増
派
は
中
国
軍
第
二
八
師
団
が
日
本
兵
を
包
囲
し
て
い
る
た
め
で
、
日
本

と
し
て
も
穏
便
に
事
態
を
解
決
し
た
い
と
の
希
望
を
表
明
し
た）1
（

。

　

同
日
、
北
京
で
は
、
前
日
一
四
日
に
着
任
し
た
ば
か
り
の
林
権
助
公
使
が
、
着
任
挨
拶
を
兼
ね
て
陳
錦
濤
外
交
総
長
代
理
を
訪
ね
、

鄭
家
屯
の
日
本
兵
に
対
す
る
攻
撃
の
停
止
を
要
求
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
陳
は
、
戦
闘
は
す
で
に
停
止
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
さ
ら

に
翌
一
六
日
に
は
、
陳
が
林
公
使
に
面
会
を
求
め
、
第
二
八
師
団
は
す
で
に
鄭
家
屯
か
ら
撤
退
し
て
お
り
、
日
本
に
お
い
て
も
穏
便

な
解
決
に
応
じ
る
よ
う
要
請
す
る
と
と
も
に
、
奉
天
現
地
に
お
け
る
解
決
を
希
望
し
た
。
ま
た
同
日
、
奉
天
に
お
い
て
も
、
矢
田
は
、

張
作
霖
よ
り
、
第
二
八
師
団
は
す
で
に
撤
退
を
命
じ
ら
れ
、
鄭
家
屯
か
ら
撤
退
し
て
い
る
と
の
通
報
を
受
け
た）2
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
事
態
は
拡
大
す
る
こ
と
な
く
鎮
静
化
し
て
い
っ
た
が
、
石
井
外
相
は
、
日
本
側
で
も
河
瀬
巡
査
ほ
か
死
傷
者
が
多

数
に
上
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
現
地
に
お
い
て
解
決
す
る
こ
と
に
は
疑
義
が
あ
る
と
し
て
、
林
公
使
に
は
、
真
相
を
明
ら
か
に
し
た

上
で
、
奉
天
現
地
で
解
決
交
渉
を
行
う
か
ど
う
か
を
判
断
し
た
い
と
伝
え
た）（
（

。
石
井
外
相
と
し
て
は
、
奉
天
現
地
で
の
交
渉
は
、
矢

田
と
張
と
の
間
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
総
領
事
代
理
に
す
ぎ
な
い
矢
田
に
張
と
の
交
渉
を
委
ね
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
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こ
と
も
、
奉
天
に
お
け
る
解
決
交
渉
に
は
応
じ
ら
れ
な
い
と
し
た
理
由
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

　

九
月
六
日
、
林
公
使
は
、「
河
瀬
巡
査
が
従
来
の
慣
行
と
は
云
い
な
が
ら
当
該
地
方
官
憲
に
交
渉
す
る
こ
と
を
為
さ
ず
、
直
接
軍

隊
に
向
か
い
て
談
判
を
試
み
ん
と
し
、
剰
え
其
の
行
動
の
頗
る
常
軌
を
逸
し
た
る
も
の
あ
り
」
と
批
判
し
、「
本
使
の
最
も
不
審
に

堪
え
ざ
る
は
、
我
外
務
省
巡
査
が
斯
か
る
場
合
に
於
い
て
何
等
出
兵
を
要
求
し
得
る
権
限
無
き
に
拘
ら
ず
、
守
備
隊
長
が
軽
々
し
く

之
に
応
じ
た
る
点
」
と
し
て
、
軍
事
力
を
背
景
に
中
国
と
交
渉
す
る
こ
と
の
妥
当
性
に
つ
い
て
、
ま
た
「
鄭
家
屯
に
は
我
兵
員
を
駐

屯
せ
し
め
得
る
権
利
あ
る
や
否
や
甚
だ
疑
わ
し
き
地
方
」
と
し
て
、
そ
も
そ
も
鄭
家
屯
に
日
本
軍
が
進
駐
す
る
法
的
根
拠
に
つ
い
て

疑
問
を
投
げ
か
け
、
日
本
は
こ
の
機
に
中
国
側
に
過
剰
な
要
求
を
行
う
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
穏
便
に
解
決
を
は
か
る
べ
き
こ
と

を
意
見
具
申
し
た）4
（

。

　

八
月
二
九
日
、
第
二
次
大
隈
重
信
内
閣
は
、
鄭
家
屯
事
件
解
決
方
針
に
つ
い
て
、
第
一
に
中
国
軍
第
二
八
師
団
長
に
対
す
る
懲
戒
、

第
二
に
第
二
八
師
団
の
行
為
に
対
し
て
直
接
の
責
任
あ
る
将
校
の
処
分
、
第
三
に
多
く
の
邦
人
の
進
出
す
る
都
市
で
の
日
本
人
警
察

官
常
駐
な
ど
の
要
求
を
決
定
し
、
九
月
二
日
、
林
公
使
は
こ
れ
を
陳
外
交
総
長
代
理
に
通
告
し
た
。
石
井
外
相
と
し
て
は
、
二
年
前

の
大
正
三
年
八
月
一
七
日
に
鄭
家
屯
近
郊
に
お
い
て
起
き
た
陸
軍
部
隊
に
対
す
る
現
地
農
民
、
警
官
等
に
よ
る
銃
撃
事
件
を
想
起
し
、

改
め
て
事
件
を
穏
便
に
解
決
し
た
い
と
考
え
た
が
、
陳
は
、
中
国
側
の
事
情
調
査
が
終
了
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
同
調
査
が

終
了
し
た
上
で
日
本
か
ら
の
提
案
を
仔
細
に
検
討
し
た
い
と
し
て
、
直
ち
に
交
渉
を
開
始
す
る
こ
と
に
応
じ
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た）5
（

。

　

張
作
霖
は
、
矢
田
に
は
、
事
件
発
生
の
責
任
が
中
国
側
に
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
た
も
の
の
、
林
公
使
が
陳
外
交
総
長
代
理
と
会

談
し
た
際
に
、
張
は
、
矢
田
に
述
べ
た
こ
と
と
は
逆
に
、
そ
の
責
任
は
日
本
側
に
あ
る
と
報
告
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た

た
め
、
石
井
外
相
は
、
九
月
二
日
、
矢
田
に
対
し
て
、
張
の
考
え
方
に
つ
い
て
改
め
て
聴
取
す
る
よ
う
命
じ
た
。
張
作
霖
は
、
矢
田

に
対
し
て
日
本
が
事
件
の
発
生
と
関
係
な
い
中
国
軍
部
隊
や
巡
警
の
撤
退
ま
で
要
求
し
た
こ
と
へ
の
不
満
を
示
し
、
ま
た
陳
外
交
総

長
代
理
は
革
命
派
で
あ
る
た
め
、
自
分
自
身
と
は
相
容
れ
な
い
関
係
に
あ
る
と
弁
明
し
、
事
件
の
穏
便
な
解
決
へ
の
希
望
を
述
べ
た
。
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し
か
し
、
同
四
日
の
ガ
セ
ッ
ト
紙
に
、
張
作
霖
が
、「
吾
人
は
弱
力
愚
鈍
且
統
一
を
欠
く
も
其
の
数
や
大
な
り
日
本
人
に
し
て
其
の

野
心
を
棄
て
ざ
る
に
於
い
て
は
結
局
支
那
の
為
め
其
の
胃
の
腑
破
裂
し
帝
国
の
滅
亡
を
見
る
に
至
る
べ
し
」
と
述
べ
た
旨
報
じ
ら
れ

た
た
め
、
林
公
使
は
、
矢
田
に
重
ね
て
張
に
そ
の
発
言
の
真
偽
を
確
認
す
る
よ
う
命
じ
た
が
、
張
は
こ
れ
に
は
事
実
無
根
と
す
る
ば

か
り
で
、
張
が
自
ら
の
都
合
の
良
い
よ
う
に
二
枚
舌
を
使
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ）6
（

、
石
井
外
相
や
林
公
使
に
は
、
矢
田
が

必
ず
し
も
十
分
に
張
作
霖
と
接
触
で
き
て
い
な
い
と
も
窺
わ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

事
件
の
解
決
交
渉
は
、
一
〇
月
六
日
か
ら
北
京
に
お
い
て
、
林
公
使
と
陳
外
交
総
長
代
理
と
の
間
で
始
め
ら
れ
た
が
、
林
が
事
件

の
原
因
は
あ
く
ま
で
中
国
側
に
あ
る
と
主
張
し
た
の
に
対
し
て
、
陳
は
い
わ
ば
「
喧
嘩
両
成
敗
」
を
主
張
し
た
た
め
交
渉
は
難
航
し

た
）
7
（

。
ま
た
日
本
の
要
求
の
中
に
は
、
一
部
警
察
権
の
日
本
へ
の
委
譲
や
軍
事
顧
問
の
雇
用
と
い
っ
た
項
目
が
あ
り
、
張
は
、
こ
れ
を

中
国
の
主
権
に
か
か
わ
る
問
題
と
し
て
、
奉
天
省
、
吉
林
省
各
省
議
会
で
強
い
反
対
の
意
思
を
示
す
よ
う
画
策
し
て
い
た
。
こ
の
た

め
矢
田
は
、
一
一
月
四
日
、
林
公
使
の
指
示
に
基
づ
い
て
、
張
に
は
、
世
論
を
刺
激
す
る
こ
と
な
く
、
慎
重
に
対
処
す
る
よ
う
注
意

を
促
し
た
。
し
か
し
、
張
は
、
重
ね
て
い
ず
れ
も
そ
の
よ
う
な
事
実
を
否
定
し
た
が
、
そ
の
裏
で
は
満
州
各
地
に
お
い
て
反
日
運
動

を
煽
っ
て
お
り
、
各
地
に
お
け
る
反
日
感
情
は
高
ま
る
一
方
で
あ
っ
た）8
（

。

　

一
〇
月
九
日
に
成
立
し
た
ば
か
り
の
寺
内
内
閣
寺
内
正
毅
首
相
兼
外
相
は
、
一
一
月
一
六
日
、
改
め
て
交
渉
の
速
や
か
な
妥
結
を

林
公
使
に
指
示
し
た
が
、
一
一
月
二
五
日
に
開
催
さ
れ
た
奉
天
省
公
民
大
会
で
は
、
警
察
権
問
題
お
よ
び
軍
事
顧
問
問
題
に
つ
い
て

譲
歩
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
東
三
省
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
災
い
は
全
中
国
に
お
よ
ぶ
と
し
て
、
黎
元
洪
大
総
統
お
よ
び
段
祺

瑞
国
務
総
理
に
対
し
て
、
中
国
が
日
本
の
要
求
に
屈
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
強
く
要
求
す
る
こ
と
が
決
議
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
、
矢

田
は
、
一
二
月
六
日
、
改
め
て
張
に
対
し
て
、
交
渉
を
穏
便
に
妥
結
さ
せ
る
た
め
、
満
州
に
お
け
る
反
日
感
情
を
抑
え
る
よ
う
注
意

を
喚
起
し
た）9
（

。

　

交
渉
は
、
翌
六
年
一
月
二
二
日
、
矢
田
が
奉
天
を
離
任
し
た
後
、
林
公
使
と
伍
廷
芳
外
交
総
長）（（
（

と
の
間
で
、
公
文
を
交
換
し
て
終
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了
す
る
。
日
本
は
、
警
察
権
問
題
お
よ
び
軍
事
顧
問
採
用
問
題
に
つ
い
て
は
譲
歩
し
、
中
国
軍
関
係
者
の
処
分
と
、
事
件
の
発
端
と

な
っ
て
死
亡
し
た
邦
人
売
薬
商
吉
本
へ
の
慰
謝
料
の
支
払
い
と
と
も
に
、
張
が
関
東
都
督
と
在
奉
天
総
領
事
に
謝
罪
す
る
こ
と
を
認

め
さ
せ
た
。
鄭
家
屯
事
件
は
、
二
年
前
の
銃
撃
事
件
が
農
民
や
警
官
な
ど
非
軍
事
組
織
に
よ
る
陸
軍
部
隊
を
標
的
と
し
た
も
の
と
は

異
な
り
、
日
中
両
国
正
規
軍
の
間
で
起
こ
っ
た
最
初
の
武
力
衝
突
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
日
中
両
国
と
も
そ
の
解
決
交
渉
に
は
慎
重
に

対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
の
間
、
矢
田
は
張
の
言
動
に
翻
弄
さ
れ
続
け
て
い
た
。

（
１
）　

大
正
五
年
八
月
一
三
日
、
一
四
日
、
一
五
日
、
一
六
日
在
奉
天
矢
田
総
領
事
代
理
発
石
井
外
相
宛
電
報
第
三
一
九
号
、
三
二
二
号
、

第
三
二
五
号
お
よ
び
三
二
八
号
。
同
一
四
日
中
村
関
東
都
督
発
上
原
参
謀
総
長
宛
電
報
（
番
号
不
明
）。
同
一
五
日
石
井
外
相
発
在
華
林

公
使
宛
電
報
第
三
一
七
号
（
以
上
、『
外
文
』
大
正
五
︱
二
、
六
三
三
、
六
三
五
、
六
四
二
、
六
四
三
、
六
四
五
お
よ
び
六
四
八
）。

（
２
）　

大
正
五
年
八
月
一
六
日
在
奉
天
矢
田
総
領
事
代
理
発
石
井
外
相
宛
電
報
第
三
三
〇
号
、
第
三
三
三
号
（
以
上
、『
外
文
』
大
五
︱
二
、

六
五
〇
お
よ
び
六
五
二
）。

（
３
）　

大
正
五
年
八
月
一
七
日
石
井
外
相
発
在
奉
天
矢
田
総
領
事
代
理
宛
電
報
第
一
一
一
号
（『
外
文
』
大
正
五
︱
二
、
六
五
六
）。

（
４
）　

大
正
五
年
八
月
一
八
日
、
九
月
六
日
在
駐
林
公
使
発
石
井
外
相
宛
電
報
第
七
四
四
号
、
第
七
九
五
号
（
以
上
、『
外
文
』
大
正
五
︱

二
、
六
六
三
お
よ
び
九
三
九
）。

（
５
）　

大
正
五
年
八
月
三
一
日
石
井
外
相
発
在
華
林
公
使
宛
電
報
第
三
三
五
号
。
同
九
月
二
日
駐
華
林
公
使
発
石
井
外
相
宛
電
報
第
七
八
五

号
（
以
上
、『
外
文
』
大
正
五
︱
二
、
六
九
六
お
よ
び
六
九
九
）。

（
６
）　

大
正
五
年
九
月
二
日
、
四
日
、
五
日
在
奉
天
矢
田
総
領
事
代
理
発
石
井
外
相
宛
電
報
第
三
八
七
号
、
第
三
九
四
号
、
第
三
九
六
号
お

よ
び
第
三
九
九
号
。
同
三
日
石
井
外
相
発
在
奉
天
矢
田
総
領
事
代
理
宛
電
報
第
一
三
六
号
（
以
上
、『
外
文
』
大
五
︱
二
、
七
〇
四
、
七

〇
七
、
七
一
〇
、
七
一
三
お
よ
び
七
一
六
）。

（
７
）　

大
正
五
年
九
月
一
二
日
、
一
〇
月
七
日
駐
華
林
公
使
発
石
井
外
相
宛
電
報
第
八
〇
九
号
お
よ
び
第
八
三
七
号
。
同
一
一
月
一
六
日
寺

内
首
相
兼
任
外
相
発
林
在
華
公
使
宛
電
報
第
四
六
二
号
（
以
上
、『
外
文
』
大
正
五
︱
二
、
七
二
四
、
七
三
六
お
よ
び
七
七
七
）。
交
渉
の

開
始
が
一
〇
月
六
日
に
な
っ
た
の
は
、
中
国
側
の
調
査
の
終
了
を
待
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
新
外
交
総
長
が
任
命
さ
れ
る
の
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を
待
っ
て
い
た
た
め
で
も
あ
っ
た
（
九
月
二
二
日
駐
華
林
公
使
発
石
井
外
相
宛
電
報
第
八
三
二
号
、『
外
文
』
大
正
五
︱
二
、
七
三
三
）。

（
８
）　

大
正
五
年
一
一
月
二
日
、
三
日
、
四
日
在
奉
天
矢
田
総
領
事
代
理
発
寺
内
首
相
兼
任
外
相
宛
電
報
第
四
七
九
号
、
四
八
四
号
お
よ
び

同
四
八
五
号
。
同
二
日
在
吉
林
天
野
領
事
発
寺
内
首
相
兼
任
外
相
宛
電
報
第
九
二
号
。
同
六
日
在
奉
天
矢
田
総
領
事
代
理
発
寺
内
首
相
兼

任
外
相
宛
公
信
機
密
公
第
二
〇
一
号
（
以
上
、『
外
文
』
大
正
五
︱
二
、
七
四
七
、
七
五
一
、
七
五
三
、
七
五
四
お
よ
び
七
五
九
）。

（
９
）　

大
正
五
年
一
一
月
二
九
日
、
一
二
月
二
日
、
六
日
在
奉
天
矢
田
総
領
事
代
理
発
本
野
外
相
宛
電
報
第
五
〇
一
号
、
五
〇
八
号
お
よ
び

五
一
三
号
（
以
上
、『
外
文
』
大
正
五
︱
二
、
七
八
一
、
七
八
三
お
よ
び
七
八
八
）。

（
10
）　

外
交
総
長
に
は
、
大
正
五
年
六
月
以
来
、
唐
紹
儀
が
任
じ
ら
れ
て
い
た
も
の
の
、
実
際
に
唐
は
外
交
総
長
に
は
就
任
せ
ず
、
陳
が
外

交
総
長
代
理
を
務
め
て
い
た
。
一
〇
月
に
な
っ
て
陳
は
正
式
に
外
交
総
長
に
就
任
し
た
も
の
の
、
す
ぐ
に
辞
任
し
、
そ
の
後
、
外
交
総
長

に
は
夏
詒
霆
が
、
さ
ら
に
一
一
月
に
は
伍
廷
芳
が
就
任
す
る
な
ど
、
外
交
総
長
は
め
ま
ぐ
る
し
く
交
代
し
た
。

五
、
む　

す　

び

　

大
正
五
年
九
月
二
五
日
、
矢
田
は
在
英
大
使
館
三
等
書
記
官
を
命
じ
ら
れ
、
同
二
九
日
、
在
広
東
総
領
事
赤
塚
正
助
に
奉
天
在
勤

が
命
じ
ら
れ
た
が
、
赤
塚
は
奉
天
へ
の
赴
任
に
先
立
っ
て
一
時
帰
国
す
る
こ
と
と
し
た
た
め
、
実
際
に
奉
天
に
着
任
し
た
の
は
翌
六

年
一
月
九
日
と
な
っ
た
。
そ
の
間
に
、
矢
田
は
、
一
二
月
二
六
日
、
在
英
大
使
館
二
等
書
記
官
に
昇
進
し
、
赤
塚
の
奉
天
着
任
後
、

事
務
引
継
ぎ
を
行
っ
た
上
で
、
同
一
六
日
に
奉
天
を
離
任
し
た
。
矢
田
の
奉
天
在
勤
は
一
年
三
カ
月
で
あ
っ
た）1
（

。

　

矢
田
の
奉
天
在
勤
は
、
落
合
前
総
領
事
の
後
任
の
発
令
が
遅
れ
た
た
め
に
、
い
わ
ば
臨
時
の
措
置
と
し
て
、
後
任
総
領
事
が
着
任

す
る
ま
で
の
間
、
総
領
事
代
理
と
し
て
在
奉
天
総
領
事
館
の
館
長
を
務
め
る
た
め
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
小
村
外
相
が
落
合
前
総
領

事
に
奉
天
在
勤
を
命
じ
た
際
は
、
関
東
都
督
と
の
関
係
に
お
い
て
、
在
奉
天
総
領
事
の
年
次
を
上
げ
る
こ
と
が
必
要
と
の
認
識
が

あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
落
合
が
離
任
す
る
ま
で
に
そ
の
後
任
を
発
令
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
総
領
事
代
理
と
は
い
え
、
年
齢
の
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上
で
は
落
合
よ
り
九
歳
も
年
少
の
矢
田
が
起
用
さ
れ
た
た
め
、
関
東
都
督
と
の
関
係
に
お
い
て
、
矢
田
は
、
小
池
や
落
合
が
総
領
事

で
あ
っ
た
時
代
よ
り
も
、
さ
ら
に
関
東
都
督
の
強
い
重
圧
の
下
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

ま
た
落
合
前
総
領
事
の
内
報
に
よ
っ
て
、
第
一
次
満
蒙
独
立
運
動
が
失
敗
に
帰
し
た
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
は
、
第
二
次
満
蒙
独

立
運
動
を
支
援
す
る
参
謀
本
部
が
、
そ
の
工
作
の
全
て
を
矢
田
に
知
ら
せ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
矢
田
は
む
し
ろ
参
謀
本
部
や
関

東
都
督
府
の
動
き
に
も
翻
弄
さ
れ
て
い
た
。
大
正
五
年
九
月
六
日
、
林
公
使
は
、
石
井
外
相
に
対
し
て
、
陸
軍
は
、
日
中
関
係
の
現

実
を
顧
み
る
こ
と
な
く
、
在
満
出
先
軍
隊
の
行
動
の
自
由
を
許
容
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
鄭
家
屯
事
件
発
生
後
の
翌
日
に
、
郭
家
店

に
お
い
て
陸
軍
の
支
援
を
受
け
た
川
島
や
大
陸
浪
人
が
、
巴
布
札
布
軍
と
宗
社
党
と
結
び
付
け
よ
う
と
画
策
し
た
こ
と
は
、
日
本
が

こ
れ
ら
と
内
通
し
て
い
る
か
の
ご
と
き
疑
い
を
中
国
に
与
え
た
と
し
て
、
外
交
案
件
に
陸
軍
が
容
喙
す
る
こ
と
を
強
く
批
判
す
る
意

見
具
申
を
送
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
外
交
問
題
を
引
き
起
こ
し
か
ね
な
い
陸
軍
の
行
動
に
対
し
て
、
外
務
本
省
の
毅
然
と
し
た
対
応
を

求
め
る
林
や
矢
田
の
期
待
を
み
る
こ
と
が
で
き
る）2
（

。

　

矢
田
が
関
東
都
督
の
強
い
重
圧
を
受
け
る
中
で
、
中
村
関
東
都
督
が
北
満
州
駐
在
領
事
の
都
督
府
事
務
官
兼
任
を
要
求
し
た
こ
と

に
は
、
満
蒙
独
立
運
動
を
支
援
し
、
そ
の
機
会
に
乗
じ
て
満
州
全
域
に
そ
の
権
限
の
行
使
を
拡
大
し
よ
う
と
す
る
参
謀
本
部
の
意
図

が
見
え
隠
れ
し
て
お
り
、
警
察
権
の
執
行
責
任
者
と
し
て
の
在
満
領
事
に
対
す
る
指
揮
監
督
権
の
あ
る
関
東
都
督
に
、
陸
軍
の
将
官

が
任
命
さ
れ
る
制
度
そ
の
も
の
を
変
え
な
い
か
ぎ
り
、
在
奉
天
総
領
事
を
通
じ
て
、
外
交
問
題
に
関
与
し
よ
う
と
す
る
関
東
都
督
を

抑
え
る
こ
と
は
難
し
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
、
二
年
後
の
大
正
八
年
四
月
に
関
東
都
督
府
が
改
組
さ
れ
、
関
東
庁
と

関
東
軍
と
に
政
軍
分
離
が
行
わ
れ
る
背
景
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

矢
田
と
し
て
は
、
総
領
事
で
は
な
く
、
総
領
事
代
理
と
し
て
在
奉
天
総
領
事
館
を
預
か
り
、
館
務
を
掌
理
す
る
立
場
に
す
ぎ
な

か
っ
た
が
、
張
作
霖
と
の
交
渉
、
張
の
動
静
に
関
す
る
情
報
収
集
は
、
誰
が
在
奉
天
総
領
事
館
の
館
長
で
あ
っ
て
も
、
在
奉
天
総
領

事
館
と
し
て
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
館
務
で
あ
り
、
在
奉
天
総
領
事
館
の
館
長
と
し
て
、
張
作
霖
と
は
密
接
な
関
係
を
形
成
し
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て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
張
は
、
辛
亥
革
命
を
通
じ
て
東
三
省
の
覇
者
と
し
て
の
地
歩
を
築
い
て
き
た
も
の

の
、
革
命
政
権
の
傘
下
に
留
ま
る
の
か
、
革
命
政
権
に
対
抗
し
て
東
三
省
の
独
立
を
推
進
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
ま
だ
自
ら
決
め
か

ね
て
お
り
、
鄭
家
屯
事
件
を
め
ぐ
る
解
決
交
渉
に
お
い
て
も
、
日
本
と
の
穏
便
な
解
決
を
求
め
る
一
方
で
反
日
運
動
を
煽
る
な
ど
、

矢
田
は
張
の
言
動
に
翻
弄
さ
せ
ら
れ
て
い
た
。

　

張
作
霖
が
、
落
合
の
離
任
以
後
、
総
領
事
代
理
に
す
ぎ
な
い
矢
田
を
、
ど
こ
ま
で
自
ら
の
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
ト
と
し
て
認
識
し
て

い
た
か
は
疑
問
が
あ
り
、
矢
田
が
張
に
求
め
て
い
た
よ
う
な
密
接
な
関
係
を
築
く
ま
で
に
は
い
た
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
矢
田
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
張
と
の
関
係
は
、
や
や
も
す
れ
ば
石
井
外
相
や
林
公
使
の
信
頼
を
失
い
か
ね
ず
、
そ
の
た
め
矢

田
の
張
に
対
す
る
不
信
感
も
よ
り
深
く
な
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　

矢
田
は
、
在
英
大
使
館
勤
務
の
後
、
在
ロ
ン
ド
ン
、
在
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
、
在
上
海
各
総
領
事
を
歴
任
し
、
昭
和
四
年
一
〇

月
に
は
駐
ス
イ
ス
公
使
と
な
り
、
昭
和
九
年
二
月
に
退
官
、
そ
の
後
、
満
州
国
参
議
と
し
て
、
再
び
満
州
に
戻
っ
て
く
る
こ
と
に
な

る
。（

１
）　

赤
塚
正
助
は
、
明
治
四
五
年
四
月
以
来
、
在
広
東
総
領
事
を
務
め
て
お
り
、
落
合
が
奉
天
を
離
任
し
た
大
正
四
年
九
月
当
時
で
す
で

に
着
任
後
三
年
を
経
過
し
、
落
合
と
同
じ
よ
う
に
異
動
の
時
期
を
迎
え
て
い
た
。
ま
た
赤
塚
と
小
幡
は
第
七
回
外
交
官
領
事
官
試
験
同
期

合
格
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
小
幡
が
在
華
公
使
館
勤
務
を
命
じ
ら
れ
た
際
に
、
小
幡
に
代
わ
る
落
合
の
後
任
と
し
て
、
赤
塚
の
起
用

も
内
定
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
赤
塚
は
、
広
東
に
お
い
て
袁
世
凱
の
帝
政
移
行
阻
止
の
活
動
に
関
与
し
て
い
た
と
い
わ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
広
東
現
地
と
の
関
係
に
お
い
て
直
ち
に
奉
天
に
転
勤
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
こ
の
た
め
、
当
初
は
短
期
間
と
見
込
ま

れ
て
い
た
矢
田
の
奉
天
在
勤
が
、
結
果
と
し
て
当
初
の
予
定
よ
り
も
長
引
く
こ
と
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

な
お
、
赤
塚
は
、
大
正
五
年
九
月
二
五
日
に
奉
天
在
勤
を
命
じ
ら
れ
た
後
、
二
七
日
に
広
東
か
ら
奉
天
へ
の
赴
任
途
次
、
私
用
の
た

め
一
時
帰
国
を
稟
請
し
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
た
た
め
、
一
〇
月
一
三
日
に
広
東
を
離
任
し
、
帰
国
し
た
が
、
赤
塚
が
奉
天
に
赴
任
の
た
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め
東
京
を
出
発
し
た
の
は
一
二
月
二
六
日
に
な
り
、
さ
ら
に
そ
の
途
次
、
郷
里
の
鹿
児
島
県
大
隈
に
て
年
末
年
始
を
過
ご
す
こ
と
と
し

た
た
め
、
奉
天
着
任
は
一
月
九
日
に
な
っ
た
。

（
２
）　

大
正
五
年
九
月
六
日
在
華
林
公
使
発
石
井
外
相
宛
電
報
第
七
九
五
号
（『
外
文
』
大
正
五
︱
二
、
九
三
九
）。


